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はじめに 
 「健康経営」とは従業員の健康管理や健康づくりを、企業の成長に向けた「投

資」と捉え、企業が従業員の健康増進に積極的に取り組む経営方針のことです。 

 協会けんぽ富山支部では、加入企業の皆さまへ「健康経営」を推進していく中

で、「どんなことに取り組んだらよいかわからない」「何から始めてよいのかわ

からない」などのお声をいただきました。 

 そこで、すでに「健康経営」を実践している企業の皆さまの取り組み事例をご

紹介いたしますのでご活用ください。 

※健康経営は、ＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。 
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   従業員の皆様は健診を100％受診していますか 

         
 
   受診状況を把握し、受診もれを防ぎましょう 

 

 
 
■健診日当日に、健康上または仕事上の理由等で受診できない場合もあるた 
 め、健診実施時期を年間数回に分け受診もれのないようにしている。 
 
■バス健診で受診できなかった従業員も健診を受けられるように、最寄りの 
 健診機関と契約し、健診機関で受診できる体制を整えている。 
 

 
 
 

取り組み事例 

実施にあたっての 
ヒント ◆健診日当日に、健康上または仕事上の理由等で受診できない 

 場合もありますので、そのための対策も準備しておくことが 
 重要です。 
 
 
◆特に35歳以上の従業員へは、日帰りドック並みの健診項目で 
 協会けんぽから補助の受けられる「生活習慣病予防健診」を 
 利用されることをお勧めします。 
 
 
◆持病等で通院されている場合でも受診しなければなりません。 
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  ポイント ！ 
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     40歳以上の従業員の健診結果を 
        協会けんぽへ提供していますか 

   
 
●協会けんぽの「生活習慣病予防健診」を利用している場合は、健診 
 機関から自動提供されます 
 
●「生活習慣病予防健診」を利用していない場合は、健診結果の提供 
 についての「同意書」を協会けんぽへ提出しましょう 

 ポイント ！ 

◆毎年の健診は、健康状態の変化をチェックするために行うものです。 
 
◆協会けんぽへ健診結果を提供いただくことで、対象となった方は 
 無料で健康サポート（特定保健指導）を利用することができます。 
 
◆毎年の健診結果を協会けんぽへ提供いただくことにより、従業員 
 全体の健康度の経年変化がわかるようになります。 
 （協会けんぽ富山支部では「事業所健康度診断」（Ｐ.10参照）を 
  作成しています。） 
 
◆その健康度の経年変化から「健康経営」の取り組みの成果も数値と 
 してとらえることができます。 

 
■35歳以上の従業員は、これまでの一般健診を見直し、協会 
 けんぽの「生活習慣病予防健診」に変更し会社から健診結 
 果を提供する必要がなくなった。 
 

■40歳以上の従業員の健診結果の提供についての「同意書」 
 を協会けんぽへ提出しているので、健診機関から協会けん 

 ぽへ健診の都度健診結果が提供されている。 
 
■人間ドックやクリニックで健診を受診した従業員の分は、 
 健診結果の写しを協会けんぽに提出している。 

取り組み事例 
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実施にあたっての 
ヒント 
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   健診の必要性を従業員へ周知していますか 

   
 
健診は、健康状態の変化を把握し、生活習慣病を予防するため
に行うものであることを周知しましょう 
（※がん検診は病気の早期発見・早期治療につながる） 

 ◆毎年の健診は健康状態の変化を把握し、生活習慣病を予防する 
  ために行うものです。 
 
 ◆身体の変化を把握し、病気を予防するという目的があります。 
  特に生活習慣病は、健診結果を基に生活習慣を見直すことで      
  病気になることを防ぐことができるものです。 
 
 ◆「通院しているので大丈夫だ」「病院で検査しているから受診 
  しなくても良い」というものではありません。 

 ポイント ！ 

 
 
■新聞記事や雑誌等を参考に健診の必要性につ 
 いて紹介した社内報を作成し、健診の案内と 
 一緒に従業員へ配布した。 
 
■健康管理等の講習会を開催し、健診の必要性 
 を周知している。 
 
 

取り組み事例 
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実施にあたっての 
ヒント 
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健診の目的 
    と意義 

●●●●●● 
 ●●●●●● 



     健診結果が「要精検」「要治療」など 
        再度検査が必要な人に受診させていますか 

   
 
  健診は受けるだけでなく、その後のフォローも重要です 

 ポイント ！ 

 
 
 
■要再検査者は健診結果からリスト化し、管理監督者である総務部長から 
 該当者へ受診したかどうかの確認を行っている。 
 
■産業医から該当者に受診を指示している。 
 

取り組み事例 

 ◆受診者本人は、症状が出ていないために再検査の信号を見過ご 
  す場合が多く、本人への働きかけを担当者だけでなく管理者も 
  一体となって病院への受診を勧めましょう。 
  
 ◆より正確な健康状態を把握するためにも再検査が必要と判定さ 
  れた場合は、受診するよう該当者へ働きかけ、受診状況を把握 
  することが重要です。 
 
 ◆該当者への働きかけについては、担当者ではなく事業主やそれ 
  に準ずる方が行うほうが、従業員へのメッセージにもなります 
  し、社長命令となれば無視はできないでしょう。 

●「早期発見、早期治療」のチャンス！ 
 健診結果から、要精密検査、要治療と診断された方については、なるべく早く医療機関へ 
 受診しましょう。 
 重症化してからでは、治療に必要な費用も時間もかかります。 
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実施にあたっての 
ヒント 
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     健診の結果、健康サポート（特定保健指導）と 
        なった該当者は保健指導を受けていますか 

 
 
 該当者に健康サポート（特定保健指導）を受けてもらうため 
 には、時間や場所の確保など会社の配慮も必要です 

 ポイント ！ 

●健康サポート（特定保健指導）とは… 
 生活習慣病リスクの高い従業員に対し、専門スタッフが健康づくりをサポートします。 
 健診を受診後、協会けんぽから該当者へ特定保健指導のご案内をお送りします。 
 （健診機関によっては、健診を受診した当日に受けることもできます。） 

 
■会社と協会けんぽで日程を調整し、勤務 
 時間中に命令し受けさせている。 
 
■健診を受診した当日に受けている。 
 （実施していない健診機関もあります） 
 

取り組み事例 

 
◆健康管理は、健診を受けるだけでなくその後のフォローもしっか 
 り行うことも必要です。 
 
◆もともと健康意識の高い人は、健診結果から必要があれば自ら生 
 活習慣の改善へ向け行動しますが、そうでない人は何も症状がな 
 いからと放置してしまうことがあります。 
 
◆基本的に健康サポート（特定保健指導）の該当者は、現在は病気 
 でないがこれを放置することで将来、病気になるリスクの高い方 
 です。該当者へ今行動することで健康を保つことができるという 
 ことを理解させることが重要です。 
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実施にあたっての 
ヒント 
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株式会社ダンジョウ（富山市）では、生活
習慣の改善を促すために、協会けんぽから
提供されたリーフレットを掲示しています。 



   職場の健康づくりの担当者を決めていますか 

 
  
  担当者を決めるとともに「健康保険委員」の登録をあわせて 
  行いましょう 

 ポイント ！ 

●健康保険委員とは 
 協会けんぽの健康保険事業について、事業主・加入者の皆さまのご協力による事業の 
 推進を図るため、広報・相談・健康保険事業の推進・モニター等にご協力いただく被 
 保険者を健康保険委員として、各都道府県支部長が委嘱しています。 

 
 

 
■衛生管理者、総務担当者、 
 事業主などを健康保険委員 
 として登録している。 
 
 

取り組み事例 

 
◆全般的には、総務や人事の管理者または 
 事務担当者で、安全衛生や健診、社会保 
 険事務に従事している方が担当者となっ 
 ている事例が多いです。 
 
◆健康保険委員の選任を行っていない場合 
 は、健康保険委員へのご登録をお願いし  
 ます。 
 
◆健康保険委員にご登録いただきますと社 
 会保険の手続きに関する手引きや、会社 
 の健康づくりの参考となる情報も掲載さ 
 れた季刊誌をお送りするほか、各種セミ 
 ナーや研修会のご案内をさせていただき 
 ます。 
 
◆毎月発行される富山支部メールマガジン 
 へ登録いただきますと健康に関する情報 
 も掲載されていますので、社内の健康便 
 り等の参考に活用できます。 

健康保険委員様向け
に年4回広報誌をお
送りしています。 
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実施にあたっての 
ヒント 
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     従業員が健康づくりについて 
       話し合える場はありますか 

 
 
事業場従業員50人以上の場合は安全衛生委員会を、事業場従業
員50人未満の場合は、同等の場を設け活用しましょう 

 ポイント ！ 

 

 
■安全衛生委員会（衛生委員会）の場を活用している。 
 
■各職場の代表者を集めた健康委員会を設置している。 
 
■既存の会議に、健康づくりに関するテーマを話し合う 
 時間を追加した。 
 

取り組み事例 

  
◆職場の健康課題について整理、把握ができます。 
 
◆健康について考える場を提供し、従業員がこれに参加することで 
 健康に対する従業員の意識は高まります。 
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実施にあたっての 
ヒント 
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  健康測定機器等を設置していますか 

 
 
体重計や血圧計などを設置したり、運動を促す環境を整えること
で、従業員の健康への意識を高めましょう 

 ポイント ！ 

 

 
■休憩室に血圧計と体重計を設置している。 
 
■歩数計の貸し出しを行っている。 
 
■始業時に毎日測定し記録している。 
 

取り組み事例 

  
 
 
◆健康の維持には自分の標準的な数値を知ることも大切です。 
 
◆特に富山県では、血圧リスクの高い方が多いという傾向が見受けられ 
 ます。定期的に血圧を測定し血圧に対するリスクを知り対処すること 
 が必要になります。 
 
◆測定する際は、毎回同じ時間に測りましょう。血圧計は、休憩時間や 
 仕事を終えた時などリラックスしているときに計測できるよう休憩室 
 等に設置するのが良いでしょう。 
 

 
 
西陵株式会社（砺波市）で
は、設置した血圧計の横に
健康情報のパンフレットを
設置しています。 

  株式会社高松メッキ 
  （富山市）では、血 
  圧計を設置し、誰で 
  も測ることができる 
  ようにしています。 
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実施にあたっての 
ヒント 
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     職場の健康課題を考えたり 
          問題の整理を行っていますか 

 
 
    協会けんぽから提供される「事業所健康度診断」を 
    活用しましょう  

 ポイント ！ 

●事業所健康度診断とは 
 企業の健康状態を、健診受診率をはじめ、血圧や中性脂肪など 
 の数値をグラフで表示し、支部全体、業態別ごとに順位づけを 

 しており、自社の健康状態を“見える化”した冊子です。 

 リスク保有率を経年（３ヵ年）で他社と比較できるなど、健康 
 課題が見つけやすく、企業における社員健康度のバランスシー 
 トといえるものです。 

 
 
■安全衛生委員会（衛生委員会）で健診結果やストレスチェック集計結果から 
 健康課題について協議している。 
 

取り組み事例 

 
 
◆健康課題を考える場合、データを分析するという作業が必要にな 
 ります。 
 
◆従業員の健診結果やストレスチェックの結果は、ごく限られた人 
 しか取り扱うことのできない機微情報です。例えば会議で使用す 
 る場合は、職場ごとに集計するなど個人が特定できないように加 
 工し活用しましょう。 
 
◆協会けんぽから提供される「事業所健康度診断」も健康課題の把 
 握に役立ちます。 
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実施にあたっての 
ヒント 
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     健康づくりの目標・計画を立て実践していますか 

 
 
    ⑨で設定した健康課題の解決のための目標や計画を 
    立てましょう 

 ポイント ！ 

 
 
 
■健康課題の改善を図るため、年度ごとに 
 具体的目標を定め、目標達成に向けての 
 年間計画を策定し取り組んでいる。 
 

取り組み事例 

 
 
◆「健康経営」は、経営トップが「健康経営」の意義や重要性を認 
 識するとともに、その考えを社内外にしっかり示すことから始ま 
 ります。 
 
◆健康課題に対する目標を経営目標の一つとして位置づけることで 
 企業として健康づくりに取り組むことができます。 
 
◆「健康経営」を実践していくには、経営トップのリーダーシップ 
 のもと全従業員が進めていくことを考えれば、目標や計画には従 
 業員の意見も取り入れながら策定することが望ましいでしょう。 

新富観光サービス株式会社（富山市）では、
健康課題などの『安全目標』を定めています。 
さらに社内掲示をすることで、従業員に周知
をしています。 
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実施にあたっての 
ヒント 
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   従業員の仕事中の飲み物に気をつけていますか 

 
 
 自動販売機の飲み物の種類を見直すなどし、摂取カロリーに 
 注意しましょう 

 ポイント ！ 

 
 
■自動販売機の飲料のカロリー表示を目に入るよ 
 うに行った。 
 
■自動販売機のメニューを加糖飲料から無糖飲料 
 に見直した。 
 
■夏場の熱中症対策として、いつでも自由に飲め 
 る麦茶を提供している。 
 

取り組み事例 

 
 
 
 
◆社内に設置している飲料の自動販売機のメニューは、業者任せ 
 になりがちですが、業者へメニューの変更を求めることができ 
 ます。 
 
◆気を付けたいのは、消費量が増加する夏のメニューです。 
 
◆加糖清涼飲料水やスポーツドリンクは、飲みすぎると糖の過剰 
 摂取につながります。 
 無糖やカロリーオフ、特定保健用食品などへ見直すことをお勧 
 めします。 
 
◆冬のメニューでは、加糖のホットコーヒーや紅茶に注意が必要 
 です。 

例 
 
 
 
砂糖 ○ｇ 

（○キロカロリー）  
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実施にあたっての 
ヒント 
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    日頃の食生活に乱れがないか声掛けをしていますか 

 
 
      食に関する正しい知識を持ちましょう 

 ポイント ！ 

 
■バランスの良い食事を推進するためのポスターを休憩室に掲示している。 
 
■従業員へ食に関する意識や状況アンケートを行い、現状や課題の把握を 
 行った。 
 
■食に関するテーマで健康講座を開催した。 
 
■仕出し弁当にヘルシーメニューを追加した。 
 

取り組み事例 

 
 
◆最近は共稼ぎ世帯が増え、食事の支度に時間がかけられないなど 
 の理由から、インスタント食品や調理済み食品を利用する機会が 
 増えている傾向があります。栄養が偏らないように利用しましょ 
 う。 
 
◆食生活に関しては、個人の趣向によるところが大きくできること 
 が限られますが、食に関する正しい知識を持つことで少しずつ生 
 活習慣の改善を心がけましょう。 
 
◆協会けんぽでは、食に関する出前講座を実施しています。講師と 
 して管理栄養士を派遣することもできますのでご活用ください。 

中越合金鋳工株式会社（立山町）では、
食堂のテーブルの上にパネルを置き、旬
の情報をお知らせしています。 
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実施にあたっての 
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     始業時などに体操やストレッチを 
                取り入れていますか 

 
   
   体をほぐしてけがを防止し、血行をよくして体調を整え 
   ましょう 

 ポイント ！ 

 
 
■点呼の前や朝礼の時にラジオ体操を行っている。 
 
■事務所の従業員全員で午前１０時と午後３時に３分間ストレッチ 
 を行っている。 
 

取り組み事例 

 
 
◆仕事に入る前に体を動かすことは、眠っていた体を目覚めさせ 
 仕事中のけがの防止や生産性の向上につながります。 
 
◆事務職は一定の姿勢を続けたり、パソコンの画面を見続けたり 
 することもあり、ストレッチを導入することはＶＤＴ症候群の 
 予防の観点からも有効です。 
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    階段の活用など歩数を増やす工夫をしていますか 

 
   

従業員へ体を動かす機会を提供しましょう（環境整備） 

 ポイント ！ 

 
 
■従業員のみのエレベーターの使用は禁止 
 している。 
 
■社内クラブ活動を推奨し、各種スポーツ 
 イベントヘ参加している。 
 
■従業員から不要となった運動器具を提供 
 してもらい社内ジムを設けた。 
 
■富山県作成の階段カロリーステッカーを 
 利用し、階段利用を促している。 
 

取り組み事例 

 
 
◆ここでは身近なところで階段の活用としていますが、体を動かす 
 機会を与えているかということになります。 
 
◆もっとも簡単にできることが“歩くこと”です。 
 
◆職場対抗で歩数を競うなど、ゲーム的な要素を取り入れる工夫を 
 してみてはいかがでしょう。 
 
◆運動器具を設置する場合は、器具の使用方法を掲示するなど安全 
 への配慮を行い事故のないようにしましょう。 

公益財団法人富山県健康づくり財団（富山
市）では、階段カロリーステッカーとともに
オリジナルの標語を貼って階段の利用を促進
しています。 
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    従業員にたばこの害について 
       周知活動をして禁煙をすすめていますか 

 
   
   たばこの害についてどのように伝えるか考えましょう 

 ポイント ！ 

 
 
■喫煙者を把握し、禁煙外来等を紹介するなど、産業医が禁煙指導を行っている。 
 
■喫煙所にたばこの害について書かれたポスターを掲示し周知している。 
 
■会社が行う健康講座でたばこの害と禁煙方法について行った。 
 
■たばこの害と禁煙方法をテーマとして健康講座を実施した。 
 

取り組み事例 

 
 
◆まず喫煙者の把握を行い、たばこの害について理解を深めてもら 
 うことが必要です。 
 
◆愛煙家にとっては耳の痛い話なので、初めから禁煙を目指すので 
 はなく減煙から取り組むよう指導するのも一つの方法といえます。 
 
◆協会けんぽでは、保健師を派遣し出前禁煙セミナーを行っていま 
 すのでご利用ください。 
 
◆喫煙者だけの健康問題ではなく、受動喫煙による健康被害につい 
 ても、喫煙者に正しい知識を持ってもらうことが大切です。 

村松建設株式会社（富山市）では、外部
講師による禁煙セミナーを開催しました。 
セミナーをとおして、喫煙による健康へ
の害について多くの従業員の方が理解を
深めました。 
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 受動喫煙防止策を講じていますか 

 
   
 全面禁煙や完全分煙の環境をつくるなど、煙に触れさせない 
 よう環境整備から始めましょう。 

 ポイント ！ 

 
 
■敷地内をすべて禁煙にしている。 
 
■建物内を禁煙にしている。 
 
■喫煙可能な時間を休憩時間のみに制限している。 
 
■社有車を全車禁煙にしている。 
 
■厚生労働省の補助金制度を利用し、喫煙室を設置 
 した。 
 

取り組み事例 

 
 
◆建物内に喫煙所を設ける場合は、周囲を完全に囲い換気扇や 
 吸煙機を設置した部屋とする必要があります。 
 
◆また、喫煙者が喫煙直後に職場へ戻ると周囲の人が受動喫煙 
 となる恐れがありますので、そのような面からも配慮が必要 
 です。 
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     管理職などが、毎日、従業員に 
            声かけを行っていますか 

 
   
 声掛けを行う管理職にメンタルヘルスについての正しい知識 
 を持ってもらい、ラインによるケアを充実させましょう 

 ポイント ！ 

 
 
■毎朝の朝礼で従業員の様子を確認し 
 ている。 
 
■管理職向けのメンタルヘルスの研修 
 を実施している。 
 

取り組み事例 

 
 
◆従業員の変化を事前に察知し早 
 めに対処する仕組みの導入や、 
 予防について取り組むことが 
 大切です。 
 
◆メンタルヘルスについては、産 
 業保健支援センターの事業など 
 をご紹介しています。 
 
◆協会けんぽでは、事業所でのメ 
 ンタルヘルス対策に関して「こ 
 ころの健康づくりセミナー」を 
 開催しています。 
 

ＫＡＮＡＭＯＲＩ ＳＹＳＴＥＭ Ｉｎｃ．（高岡市）では、外部から講師
を招き、社長を含めた全社員に向けた「こころの健康講座」を開催しました。 

17 
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●ラインによるケアとは 
 部長、課長などの管理監督者が行うケアのこと。日頃の職場環境の把握と改善、部下
の相談対応を行うことです。 
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     気になることを相談できる 
          職場の雰囲気を作っていますか 

 
       
      外部の相談機関も積極的に利用しましょう 

 ポイント ！ 

 
■社内および社外に相談窓口を設置し、 
 ポスター等で従業員へ周知している。 
 
■定期的に上司が部下と面談する機会 
 を設けている。 
 
■メンター制度を導入している。 
メンター制度：経験豊かな先輩社員（メンター）が、後 
       輩社員に対して行う個別支援活動。直属 
       の上司ではなく、異なる職場の先輩社員 

       がメンターになることが一般的です。  

 
■コミュニケーションを活発にするた 
 め、社内レクリエーションを実施し 
 ている。 
 
■労働者が50人未満であるが、全従業 
 員にストレスチェックを実施してい 
 る。 

取り組み事例 

 
 
◆社内相談窓口を設置する場合、悩みは仕事上のものだけでは 
 ないので、県の相談窓口等の連絡先もあわせて周知すること 
 など幅広く対応できるようにするのがよいでしょう。 

厚生労働省の「こころの耳」では、心
の悩み、職場での悩みなど、働く方の
様々なこころの問題の解決に役立つ情
報を提供しています。メール等で相談
することもできます。 
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とやま健康企業宣言に関する 

お問い合わせはこちら 

全国健康保険協会富山支部 企画総務グループ 

●電話番号 076-431-6156（企画総務グループ直通） 

●業務時間 午前8時30分から午後5時15分まで 

      【土日祝日及び年末年始（12月29日から1月3日）を除く】 

●所在地  〒930-8561 

      富山市奥田新町8-1 ボルファートとやま6階 

●ホームページ 

   

 
協会けんぽ 富山 検索 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/toyama/ 

こちらの 
ロゴマークを 
クリック 
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